
自己負担１割

（×11.1/10）

40単位/日 45円/日

60単位/日 67円/日

110単位/日 123円/日

240単位/日 267円/日

1,920単位/月 2,132円/月

560単位/月 622円/月

240単位/月 267円/月

593単位/月 659円/月

273単位/月 304円/月

830単位/月 922円/月

510単位/月 567円/月

863単位/月 958円/月

543単位/月 603円/月

３月以内 1,250単位/月 1,388円/月

６月以内

50単位/回 56円/回

200単位/回 222円/回

20単位/回 23円/回

5単位/回 6円/回

150単位/回 167円/回

160単位/回 178円/回

60単位/日 67円/日

20単位/日 23円/日

100単位/日 111円/日

30単位/日 34円/日

- 　-

12単位/日 14円/日

16単位/日 18円/日

20単位/日 23円/日

24単位/日 27円/日

22単位/日 25円/日

18単位/日 20円/日

6単位/日 7円/日

　-47単位 　-53円/回

 40単位/月 　45円/月

むくげのいえ　通所リハビリテーション

むくげのいえでの加算項目

入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。
※ （Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）　　 ○当該事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士が５０％以上

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）　　
○当該事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士が４０％以上、勤続７年以上30％以
上のいずれかに該当すること

加　算　項　目 算定単位内　　　　容

科学的介護推進体制加算　(新設）LIFE

○利用者ごとのＡＤＬ値、口腔機能、認知症の状況その他の心身の状況等に係る基本的
な情報を厚生労働省に提出していること。必要に応じてサービス計画を見直すなど、
サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するため
に必要な情報を活用していること

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数×４７/１０００

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

イの要件に加え、利用者毎のリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省
に提出し、リハビリテーションの提供にあたって、当該情報その他リハビリテーション
の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること（LIFEへのデータ提出と
フィードバックの活用）

リハビリマネージメント加算（B)イ　６ヶ月超　

リハビリ会議を１か月に１回開催し、会議内容を記録、リハ計画を説明し同意を得る、
（医師が説明）通所リハビリの医師が指示を行い、リハビリ計画を定期的に評価・見直
し、介護関係者に生活上の留意点、工夫などの情報伝達を行い、利用者宅を訪問して各
種検査をした場合

厚生労働省のデータ収集システムに参加する、リハビリ会議を１か月に１回開催し、会
議内容を記録、リハ計画を説明し同意を得る、（医師が説明）通所リハビリの医師が指
示を行い、リハビリ計画を定期的に評価・見直し、介護関係者に生活上の留意点、工夫
などの情報伝達を行い、利用者宅を訪問して各種検査をした場合　　※３ヶ月に１回を
限度とする

リハビリマネージメント加算（B)イ　６ヶ月以内

●通所リハビリテーション加算一覧

口腔機能向上加算（Ⅰ）
歯科衛生士等が口腔機能改善のための計画を実施した場合
（月２回まで原則３ヶ月）

栄養アセスメント加算　　（新設）LIFE

○当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置してい
ること  ○利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、生活相談員その他の職種の者が共同
して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、
相談などに必要に応じ対応すること。○利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に
提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施の
ために必要な情報を活用していること　　※口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ、栄養改
善加算との併算定不可

入浴介助加算（Ⅰ）

入浴介助加算（Ⅱ）   （新設）

○生活行為の充実を図るための専門的知識若しくは経験を有する、作業
療法士、理学療法士、言語聴覚士を配置してリハ計画を実施　　○当該
事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語
聴覚士が利用者の居宅を訪問し、生活行為に関する評価を概ね１月に１
回以上実施すること

　認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）

リハビリマネージメント加算（A)ロ　６ヶ月超
（新設）LIFE

リハビリマネージメント加算（Ⅰ）

短期集中個別リハビリテーション実施加算
個別リハビリテーションを実施、下記リハビリマネジメント加算を算定している。
（初回認定日・退院日から３か月間）

○医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等（以下「医師等」）
が利用者の居宅を訪問し、浴室での利用者の居宅の浴室が、利用者自身又は家族等の介
助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門
員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の環境整備に係
る助言を行う　　○利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、利用者の身体の状況
や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成す
る　　○入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介
助を行う

リハビリマネージメント加算（A)ロ　６ヶ月以内
（新設）LIFE

　認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）
退院又は通所開始日から３ヶ月以内の期間に、（週に２回以上・１日あたり４０分以
上）実施

リハビリマネージメント加算（A)イ　６ヶ月以内

リハビリマネージメント加算（A)イ　６ヶ月超　

開始日から３ヶ月以内、月に４回以上リハ実施、生活機能向上を目的

通所リハビリの医師が指示を行い、リハビリ計画を定期的に評価・見直し、介護関係者
に生活上の留意点、工夫等の情報伝達を行い、利用者宅を訪問して各種検査をした場合

リハビリ会議を１か月に１回開催し、会議内容を記録、リハ計画を説明し同意を得る、
（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が説明）通所リハビリの医師が指示を行い、リ
ハビリ計画を定期的に評価・見直し、介護関係者に生活上の留意点、工夫などの情報伝
達を行い、利用者宅を訪問して各種検査をした場合

リハビリマネージメント加算（B )ロ　６ヶ月以内
(新設）LIFE

リハビリマネージメント加算（B) ロ　６ヶ月超
(新設）LIFE

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） （新設）

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（新設）

当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６ヶ月ごとの利用者の口腔の健康状態及
び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供し
ていること　　※栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算との併算
定不可

生活行為向上リハビリテーション実施加算

所定単位数×２０/１０００

 ※ 全算定単位の4.7％

１時間以上２時間未満の利用者以外で要介護３～５であって、別に厚生労働大臣が定め
る状態であるものに対して、医学的管理のもと、通所リハビリテーションを行った場合

事業所が送迎を行わない場合

若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を決め、その者を中心に、当該利用者の特性や
ニーズに応じたサービスを行なった場合

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）新設
○当該事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士が７０％以上、または勤続１０年以
上の介護福祉士が25％以上のいずれかに該当すること

中重度者ケア体制加算

リハ提供体制加算１（３時間以上４時間未満）

　　　加算算定なし　　　（２時間以上３時間未満）

重度療養管理加算

理学療法士等体制強化加算（１時間以上２時間未満）

○当該事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又
は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が２５又はその端数を増すごとに１
名以上であること　　○リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)イ・ロ　（Ｂ）イ・
ロ　までのいずれかを算定していること

廃止

○算定日の３ヶ月前の利用者総数のうち要介護３以上の占める割合が３０%以上　　○
看護職員または介護職員を常勤換算法で２以上追加で配置している

利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と
栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供
していること。※栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定し
ており加算（Ⅰ）を算定できない場合にのみ算定可能

口腔機能向上加算（Ⅱ）（新設）LIFE

口腔機能向上加算（Ⅰ）の取り組みに加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生
労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管
理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること（LIFEへのデータ提出
とフィードバックの活用）　　※原則３ヶ月以内、月２回を限度　※（Ⅰ）と（Ⅱ）は
併算定不可）

栄養改善加算
栄養改善サービスの提供にあたって、必要に応じ居宅を訪問する　　　　（※原則３ケ
月以内、月２回を限度）　※栄養アセスメント加算、口腔・栄養スクリーニング加算と
の併算定不可

 ※ 全算定単位の2.0％

通所リハ送迎減算（片道）

令和３年４月１日より

廃止

リハ提供体制加算４（６時間以上７時間未満）

リハ提供体制加算３（５時間以上６時間未満）

リハ提供体制加算２（４時間以上５時間未満）


